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お知らせ８月

会
計
年
度
任
用
職
員
（
介
護
認

定
調
査
員
）
を
募
集
し
ま
す

■
採
用
予
定
人
数　

１
人
程
度

■
勤
務
場
所　

町
内

■
勤
務
内
容　

　

介
護
認
定
訪
問
調
査

■
勤
務
条
件
等　
　
　

 

・
任
用
期
間　
　

　

10
月
１
日
～
令
和
３
年
３
月
31
日

 

・
勤
務
日　

　

平
日
の
指
定
す
る
日

 

・
勤
務
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で
の

間
の
約
３
時
間
程
度

■
報
酬
等

 

・
時
給　

１
２
４
０
円

 

・
手
当
等
無
し

■
応
募
資
格　

 

・
介
護
支
援
専
門
員
、
保
健
師
、

　

社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、

　

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、

　

看
護
師
、
准
看
護
師
い
ず
れ
か

　

の
資
格
を
有
す
方

 

・
認
定
調
査
員
研
修
を
修
了
し
て

　

い
る
方
（
研
修
は
修
了
し
て
い

　

な
い
が
実
務
経
験
を
有
す
る
方

　

の
場
合
、
採
用
後
に
直
近
で
開

　

催
さ
れ
る
研
修
を
受
講
し
て
い

　

た
だ
き
ま
す
）

■
募
集
期
間　

　

９
月
11
日
㈮
ま
で

■
登
録
申
込
書
の
請
求
方
法

　

登
録
申
込
書
は
、
各
総
合
支
所
・

出
張
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。　

　

郵
送
請
求
の
場
合
、「
会
計
年

度
任
用
職
員
（
介
護
認
定
調
査
員
）

登
録
申
込
書
請
求
」
と
朱
書
き
し

た
封
筒
に
、
84
円
切
手
を
貼
っ
た

返
信
用
封
筒
（
申
込
者
の
郵
便
番

号
・
住
所
・
氏
名
を
記
入
）
を
同

封
の
う
え
、
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
方
法　

① 

登
録
申
込
書
（
直
近
３
カ
月
以

内
に
撮
影
し
た
写
真
を
貼
付
）

② 

資
格
証
の
写
し

　

以
上
２
点
を
募
集
期
間
内
に
介

護
保
険
課
あ
て
に
郵
送
ま
た
は
直

接
お
届
け
く
だ
さ
い
。

　

郵
送
の
場
合
は
、
送
付
す
る
封

筒
の
表
に
「
会
計
年
度
任
用
職
員

（
介
護
認
定
調
査
員
）
登
録
申
込

書
」
と
朱
書
き
し
て
く
だ
さ
い
。

（
で
き
る
だ
け
簡
易
書
留
で
お
願

い
し
ま
す
）

■
面
接
等　
　
　
　

　

別
途
通
知
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
７
４
２
‐
２
８
０
３

　

周
防
大
島
町
土
居
１
３
２
５
‐
１

　

介
護
保
険
課 

介
護
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
３

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
成
年
後
見
電
話
相
談
会

■
対
象
者

①
認
知
症
や
知
的
障
害
・
精
神
障
害

　

等
に
よ
り
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方

②
将
来
、
判
断
能
力
が
な
く
な
っ
た

　

ら
ど
う
し
よ
う
と
不
安
が
あ
る
方

③ 

①
、
②
の
方
を
支
え
る
家
族
、

　

支
援
者
、
福
祉
関
係
者
、
一
般
住
民

■
相
談
内
容

　

成
年
後
見
に
関
す
る
相
談

■
電
話
相
談
（
要
予
約
）　

　

９
月
16
日
㈬
～
30
日
㈬
の
期
間

（
原
則
平
日
）
の
午
前
９
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
５
時
に
、
次
の
予
約
・

問
い
合
わ
せ
先
に
て
予
約
を
受
け
付

け
ま
す
。
予
約
受
付
の
の
ち
、
相
談

者
が
希
望
す
る
番
号
に
相
談
員
が
お

電
話
し
て
ご
相
談
を
承
り
ま
す
。

■
予
約
方
法

　

お
電
話
に
て
承
り
ま
す
。
そ
の
際

に
、
住
所
（
市
町
ま
で
）・
氏
名
・

電
話
番
号
・
相
談
内
容
・
希
望
す
る

日
時
を
伺
い
ま
す
。

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ

　

成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ

ル
サ
ポ
ー
ト
山
口
支
部

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
５
２
２
０

「
杭
の
日
」
無
料
相
談
会

　

９
月
１
日
の
「
杭
の
日
」
に
あ

わ
せ
て
、
表
示
登
記
に
関
す
る
無

料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　

９
月
１
日
㈫

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
会
場

　

山
口
地
方
法
務
局
岩
国
支
局

　
（
岩
国
市
錦
見
一
丁
目
16
‐
35
）

■
内
容

○ 

土
地　

分
筆
・
合
筆
、
地
目
変

更
、
土
地
の
面
積
等
の
更
正
、

土
地
の
境
界
に
つ
い
て

○ 

建
物　

新
築
・
増
築
、
取
り
壊

し
・
分
割
・
区
分
な
ど

■
相
談
員

　

山
口
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
会
員

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

☎
０
８
３
（
９
２
２
）
５
９
７
５

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
制
度
に
つ
い
て

●
児
童
扶
養
手
当

　

母
子
家
庭
や
父
子
家
庭
、
父
ま
た

は
母
が
重
度
の
障
害
に
あ
る
家
庭
等

で
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
受
給
資

格
者
に
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
手
当
額
は
受
給
資
格
者
が
養
育

す
る
児
童
の
数
、
受
給
資
格
者
ま

た
は
生
計
が
同
じ
扶
養
義
務
者

（
祖
父
母
等
）
の
所
得
等
に
よ
り
決

定
し
ま
す
。

※
現
在
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

　
し
て
い
る
方
は
、
８
月
31
日
㈪

　
ま
で
に
現
況
届
を
提
出
し
て
く

　
だ
さ
い
。

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
障
害
の
あ

る
20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
養
育

し
て
い
る
受
給
資
格
者
に
支
給
さ

れ
る
制
度
で
す
。

※
現
在
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

　
受
給
し
て
い
る
方
は
、
９
月
11

　
日
㈮
ま
で
に
所
得
状
況
届
を
提

　
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
い
ず
れ
の
場
合
も
、
支
給
要
件

　

お
よ
び
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

　

の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　
　

　

福
祉
課 

民
生
福
祉
班　

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

相
　
　
談

お
知
ら
せ

募
　
　
集


